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東京電力株式会社の電気料金値上げ等に関する意見書 

 

 

 平成 23 年３月 11 日の東日本大震災は、被災地住民はもとより、全国民に

対して、地震被害・津波被害、また東京電力による前代未聞の計画停電の実

施、放射性物質漏えい事故など今でも大きな被害と不安を与えている。 

 このような状況におかれている現在でも国民一人一人は、復興に向けて懸

命の努力を日々続けている。  

 また、歴史的な円高水準や中東アラブ情勢の不安定さによる原油高騰など、

企業活動を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、各々が創意工夫のもと、懸

命な企業努力を行っているところである。 

 こうした中、東京電力株式会社が自社の経営状況の悪化を理由に、突如と

して、一方的に電気料金の値上げを発表したことは、昨年夏、電力供給危機

の中、国民、企業が節電に果敢に協力したことを踏みにじる行為であり、極

めて遺憾である。 

 加えて、「自由化部門」と言いながら、電力市場は競争原理が全く機能して

いないため、需要家が、東京電力以外の民間事業者へ乗り換えることは事実

上困難であり、電気事業における地域独占の弊害による高コスト構造が改め

て明らかになっている。 

 今回の電気料金の値上げは、これまでの政府の原子力行政の不備や同社の

安全対策の瑕疵による代償を国民や企業に転嫁するもので、断固として反対

するものである。 

 福島第一原子力発電所の事故の直接的な原因は地震とそれに伴う津波では

あるが、安全対策の不備や事故後の対応などを考慮すれば人災としての側面

も否定できない。 

 料金値上げありきではなく、まずは同社自らが国民の理解を得られるよう

な大胆な経営合理化策を示すことが先決である。 

 今後も電力の供給不足が懸念され、国民や企業の節電への理解と協力が不

可欠である。 

 国民の理解と協力を得るためにも、電気料金の値上げ等に関し、国として

下記の措置を取るよう断固として求めるものである。 

 

記 

 

１ 東京電力株式会社に対して大胆な経営合理化策を迅速に断行するよう強

く求めること。また、その具体的な内容について、中長期的な方向性も

含めて国民に明確に開示させること 

  特に次の事項について積極的に情報開示させること 

（１）震災前と現在における役員及び社員の給与、賞与等の実態 

（２）子会社を含めた保有資産、福利厚生施設の実態

 



 

２ 東京電力株式会社におけるこれまでの経営責任を明確化させるため、現

在までの役員等について、その責任の所在を徹底的に明らかにすること 

 

３ 国内産業の振興と雇用の確保及び全国民に対して的確な対策を講じるこ

と。特に、大口需要家や夜間休日の電力利用が多い企業など電気料金の

値上げの影響が大きい企業、並びに厳しい経営環境にある中小企業に対

して、コスト負担増につながることのないよう国として特段の配慮を行

うこと 

 

４ 電気事業に対しては、積極的に競争原理を導入する為、規制緩和を一刻

も早く実現し、地域独占体制の打破とその弊害による高コスト構造を改

めること 

 

５ 今後の電力需給の見通しについて国民に対し正確かつ継続的に情報を開

示すること 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成 24年 3月 日 

 

             桐生市議会議長 荒  木  恵  司 

 

 

内 閣 総 理 大 臣  

経 済 産 業 大 臣   あ て  


